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第３回山梨県総合計画審議会総会 次第

日 時：平成２０年１０月２７日（月）

午後２時～

場 所：ベルクラシック甲府「ヴィクトリア」

１ 開 会

２ 知事あいさつ

３ 県議会議長あいさつ

４ 仮議長選出

５ 会長選出

６ 会長あいさつ

７ 「チャレンジ山梨行動計画の実施に関して必要な事項」について知事から諮問

８ 議 事

(1) 副会長選出について

(2) 部会構成について

(3) 「チャレンジ山梨行動計画」の実施状況について

(4) その他

９ 閉 会
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山梨県附属機関の設置に関する条例（抄）

昭和60年３月29日

山梨県条例第３号

改正 平成19年７月９日

山梨県条例第37号

(趣旨)

第１条 この条例は、法令又は他の条例に別に定めのあるものを除くほか、地方自

治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項に規定する附属機関に関し、必要な

事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事務)

第２条 知事の附属機関として、次に掲げる機関を設置する。

山梨県総合計画審議会

３ 前２項の規定により設置される附属機関の担任する事務は、別表第１の担任事

務欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第４条 附属機関は、別表第１、別表第２、別表第３及び別表第４の委員の定数欄

に掲げる数の委員で組織する。

２ 委員は、別表第１、別表第２、別表第３及び別表第４の委員の要件欄に掲げる

者のうちから 知事(教育委員会の附属機関にあつては 教育委員会 以下同じ )、 、 。 。

が任命し、又は委嘱する。

３ 委員の任期は、別表第１、別表第２、別表第３及び別表第４の委員の任期欄に

掲げるとおりとする。

４ 附属機関に、規則(教育委員会の附属機関にあつては、教育委員会規則。以下同

。 、 、 「 」じ )で定めるところにより 特別委員 専門委員又は臨時委員(以下 特別委員

と総称する。)を置くことができる。

５ 特別委員は、規則で定めるところにより、知事が任命し、又は委嘱する。

(会長等)

第５条 附属機関に、規則で定めるところにより、会長又は委員長(以下「会長」と

総称する。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」と総称する。)を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

３ 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
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(会議)

第６条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

、 、 、２ 会議は 規則で定める場合を除くほか 委員の２分の１以上が出席しなければ

開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

(部会等)

第７条 附属機関に、規則で定めるところにより、部会又は小委員会を置くことが

できる。

(委任)

第８条 この条例に定めるもののほか、附属機関の担任事務、組織及び運営等に関

し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、公布の日から施行する。

別表第１(第２条、第４条関係)

１ 知事の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の要件 委員の任期

山梨県総
合計画審
議会

次に掲げる事項に関する調
査審議及び意見の具申に関
する事務
１ 総合計画の作成の基準

となるべき事項
２ 総合計画の実施に関し

て必要な事項
３ 前２号に掲げるものの

ほか、総合計画に関連す
る重要事項

120人以内 １ 関係行政機関の職員
２ 学識経験のある者
３ 住民

２年
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山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則（抄）

昭和60年３月29日

山梨県規則第８号

改正 平成19年７月９日

山梨県規則第36号

(趣旨)

第１条 この規則は、山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和60年山梨県条例第３

号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補欠の委員の任期)

第２条 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

(特別委員)

第３条 条例第４条第４項及び第５項の規定により特別委員を置く附属機関並びに

当該附属機関に置かれる特別委員の種別、要件及び担任事務は、次の表のとおり

とする。

２ 特別委員は、当該特別の事項等の調査審議等が終了したときは、解任又は解嘱

されるものとする。

(会長及び副会長)

第４条 条例第５条第１項の規定により、附属機関(山梨県社会福祉審議会及び感染

症診査協議会を除く。)に会長を、山梨県社会福祉審議会及び感染症診査協議会に

委員長を置く。

２ 条例第５条第１項の規定により副会長を置く附属機関及び当該附属機関に置か

れる副会長の定数は、次の表のとおりとする。

３ 副会長を２人以上置く附属機関にあつては、あらかじめ会長が指名する副会長

が、会長の職務を代理する。

附属機関 副会長の定数

山梨県総合計画審議会 ６人

附属機関 特別委員 特別委員の要件 特別委員の担任事務

山梨県総合計画審議会 特別委員 専門の事項について調査すること。
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(部会等)

第６条 条例第７条の規定により、部会又は小委員会を置く附属機関及び当該附属

機関に置かれる部会又は小委員会は、次の表のとおりとする。

２ 部会又は小委員会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

(資料の提出等の要求)

、 、第８条 附属機関は その担任する事務を遂行するため必要があると認めるときは

関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力

を求めることができる。

(意見の陳述)

第９条 関係行政機関の職員は、会長の許可を得て、附属機関の会議に出席し、審

議事項に関して意見を述べることができる。

(庶務)

第12条 附属機関の庶務は、別に定めるところにより、処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長が当該附属機関に諮つて定める。

附 則

(施行期日)

１ この規則は、公布の日から施行する。

附属機関 部会又は小委員会

山梨県総合計画審議会 部会
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山梨県総合計画審議会運営要綱

（趣旨）
第１ この要綱は、山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則（昭和60年山梨県
規則第８号。以下「規則」という ）第13条の規定に基づき、山梨県総合計画審議。
会（以下「審議会」という ）の組織及び運営について必要な事項を定めるものと。
する。

（部会）
第２ 規則第６条第１項に規定する部会は、別表に掲げる部会及びこれらの部会の
担任事項に属しない事項のうち、特に必要と認められるものについて臨時に調査
審議するための部会とする。

２ 別表に掲げる部会の担任事項は、同表各欄に掲げるものとする。
３ 部会に部会長を置く。
４ 部会長は、当該部会に属する委員（以下「委員」という ）のうちから会長が指。
名する。

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員（以下「部会長
代理」という ）が、その職務を代理する。。

６ 部会の会議（以下「会議」という ）は、会長の承認を得て部会長が招集し、部。
会長がその議長となる。

７ 会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ、開くことができない。
８ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

９ 関係行政機関の職員は、部会長の許可を得て、会議に出席し、審議事項に関し
て意見を述べることができる。

（部会連絡会）
第３ 部会間の連絡調整を行うため、審議会に部会連絡会を置く。

、 、 、 。２ 部会連絡会の構成員は 会長 副会長 部会長及び部会長代理をもって充てる
３ 部会連絡会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
４ 部会連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が部会連絡会に諮って定める。
（分科会）
第４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に分科会を置くことができる。
２ 分科会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
（庶務）
第５ 規則第12条に規定する庶務は、山梨県知事政策局において処理する。

附 則
（略）

附 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。
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別表
部会名 担任事項

産業部会

１ 農業・林業・水産業に関する事項
２ 工業・鉱業・建設業に関する事項
３ 商業・サービス業に関する事項
４ 観光に関する事項
５ 雇用安定及び勤労者福祉に関する事項
６ 産業後継者対策に関する事項

環境部会

１ 自然環境の保全に関する事項
２ 廃棄物対策に関する事項
３ 資源の有効利用に関する事項
４ 地球温暖化の防止及びクリーンエネルギーの活用に関する事項
５ 公害の防止に関する事項
６ 景観形成に関する事項

教育文化部会

１ 生涯学習に関する事項
２ 学校教育及び高等教育に関する事項
３ 体育・スポーツに関する事項
４ 青少年の育成に関する事項
５ 文化・芸術振興に関する事項
６ 地域づくりに関する事項
７ 男女共同参画に関する事項

安心安全部会

１ 社会福祉に関する事項
２ 健康づくり及び疾病予防に関する事項
３ 医療に関する事項
４ 交通安全及び防犯に関する事項
５ 食の安全・安心に関する事項
６ 消費生活の充実に関する事項
７ 地域防災に関する事項
８ 県土保全に関する事項

基盤部会

１ 住宅環境の整備に関する事項
２ 都市基盤の整備に関する事項
３ 交通網の整備に関する事項
４ 公共交通機関の充実に関する事項
５ 情報通信体系の整備に関する事項
６ 国際交流・国際協力に関する事項
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山梨県総合計画審議会傍聴要領（案）

（趣旨）

第１条 この要領は、山梨県総合計画審議会（以下「総合計画審議会」という ）の。

会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

（傍聴定員）

（ （ 「 」 。） 。第２条 傍聴を認める者 報道機関の関係者 以下 報道関係者 という を除く

以下「傍聴者」という ）の数（以下「傍聴定員」という ）は、会議の都度、知。 。

事政策局長が会議の会場の収容人員等を考慮して定める。

（傍聴手続及び傍聴者の決定）

第３条 傍聴を希望する者（報道関係者を除く ）は、総合計画審議会の事務局（以。

下「事務局」という ）があらかじめ周知した傍聴の受付日時及び受付場所に集合。

するものとする。

２ 事務局は、前項の規定により集合した者の受付を行い、その数が前条の規定に

、 、 。より定めた傍聴定員に達するまで順次 傍聴者として決定し 傍聴券を交付する

（取材活動に対する配慮）

第４条 報道機関の取材活動については、可能な限り配慮するものとする。

２ 事務局は、傍聴を希望する報道関係者の受付を行い、傍聴券を交付する。

（傍聴することができない者）

第５条 次の者は、傍聴のために会議の会場に入場することができない。

傍聴券を所持しない者(1)

審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる(2)

者

（傍聴者等の守るべき事項）

第６条 傍聴者及び傍聴を行う報道関係者（以下「傍聴者等」という ）は、会議の。

秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。

（秩序の維持）

第７条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者等に必要な指示をし、又は

事務局の職員に指示させることができる。

２ 会長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍

聴者等が指示に従わないときは、傍聴者等を退場させることができる。

（傍聴の心得）

第８条 公開の会議を開催する場合には、別に定めた傍聴の心得を傍聴券の裏面に

印刷し、これを傍聴者等に交付する。
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（部会への準用）

、 。第９条 第２条から第８条までの規定は 総合計画審議会の部会について準用する

（実施細目）

第１０条 この要領に定めのない事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この要領は、平成20年10月27日から施行する。
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山梨県総合計画審議会委員名簿
平成２０年１０月２７日現在（五十音順）

氏 名 役 職 等

赤 岡 利 行 （社）山梨県薬剤師会 会長

秋 山 由 里 （有）昭栄精機

芦 澤 敏 久 （社）山梨県銀行協会 会長

天 沼 操 公募

雨 宮 孝 信 山梨県保育協議会 会長

雨 宮 登美子 甲府市愛育連合会 会長

有 泉 志づ子 市川三郷町男女共同参画推進委員会 副会長

飯 窪 さかえ 山梨県女性団体協議会 会長

池 田 政 子 山梨県立大学人間福祉学部 教授

石 田 敏 枝 中北保健所峡北所管内愛育会連合会 会長

市 川 三千雄 （社）山梨県宅地建物取引業協会 会長

井 上 勲 （社）山梨県建設業協会 会長

今 井 進 山梨県信用金庫協会 会長

入 倉 修 （社）日本青年会議所関東地区山梨ブロック協議会 会長

上 野 博 史 （財）山梨県防犯協会 副会長

上 原 勇 七 （社）山梨県商工会議所連合会 会長

内 田 文 子 公募

遠 藤 早 苗 公募

大 額 初 男 山梨県指導農業士

小笠原 敬 子 中北保健所峡北所管内食生活改善推進員会 会長

岡 村 美 好 山梨大学大学院医学工学総合研究部 助教

小 沢 典 夫 山梨県立大学国際政策学部 教授

風 間 ふたば 山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授

加 藤 恵美子 公募

金 井 博 公募

上 名 をさみ 忍野村男女共同参画推進委員会 委員長

河 﨑 留美子 公募

河 住 ゆり子 公募
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氏 名 役 職 等

川 村 直 廣 山梨県高等学校長協会 会長

久 保 眞 一 山梨県町村会 会長

窪 内 節 子 山梨英和大学人間文化学部 教授

小 池 浄 オーワ工芸 代表

小 池 とし子 公募

小 松 重 和 （株）小松ストア 代表取締役

三 枝 清 （株）三枝理研 代表取締役社長

坂 本 昭 山梨県地球温暖化防止活動推進センター センター長

桜 林 俊 一 山梨県公立小中学校校長会 会長

笹 本 貴 之 ソフトツーリズム（株） 代表取締役社長

笹 本 森 雄 山梨県旅館生活衛生同業組合 理事長

里  和 子 （社）山梨県看護協会 会長

佐 野 好 子 山梨県ＰＴＡ協議会 副会長

塩 島 學 山梨県農業会議 会長

清 水 純 子 公募

志 村 直 毅 山梨県青年農業士会 会長

白 川 太 山陽精工（株） 専務取締役

新 藤 久 和 山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授

鷲 見 よしみ 山梨県介護支援専門員連絡協議会 会長

曽根原 久 司 NPO法人えがおつなげて 代表理事

竹 井 清 八 山梨県商工会連合会 会長

武 井 美代子 富士・東部保健所管内食生活改善推進協議会 会長

竹 内 正 直 NPO法人山梨県ボランティア協会 副会長

田 端 成 治 公募

常 秋 美 作 山梨大学教育人間科学部 教授

鶴 田 一 杳 山梨県文化協会連合会 会長

戸 田 知 甲府市民生児童委員協議会 会長

鳥 海 順 子 山梨大学教育人間科学部 教授

内 藤 悦 次 山梨県中小企業団体中央会 会長

中 井 道 夫 山梨学院大学法学部 教授

中 込 裕 （社）山梨県情報通信業協会 副会長
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氏 名 役 職 等

長 澤 芳 文 公募

中 村 昌 訓 山梨通運（株） 代表取締役社長

新 津 久 子 公募

野 沢 たかひこ （株）山梨ワイン 専務取締役

野 村 千佳子 山梨学院大学経営情報学部 准教授

萩 原 公 子 山梨県特別支援学校長会 会長

長谷川 正一郎 長谷川醸造（株） 代表取締役社長

ﾋﾟﾒﾝﾃﾙ ﾐﾘｱﾝ ｹｲｺ ﾅｶﾞｲ コレージオ・ピタゴラス・ブラジル山梨校 コーディネーター

廣 瀬 久 信 山梨県農業協同組合中央会 会長

深 沢 修 公募

深 澤 光 江 山梨県生活研究グループ連絡協議会 会長

古 屋 栄 和 山梨県社会福祉協議会 会長

保 坂 耕 韮崎市農業者会議 会長

保 坂 精 治 日本連合警備（株） 代表取締役

保 坂 智 子 （財）山梨県体育協会 理事

保 坂 由 子 山梨県指導農業士

堀 内 光一郎 富士吉田商工会議所 会頭

堀 内 茂 山梨県市長会 副会長

堀 内 直 人 山梨県森林組合連合会 代表理事会長

堀 内 直 美 公募

松 下 清 人 （株）松下製作所 代表取締役社長

松 田 志 穂 公募

三 塚 憲 二 （社）山梨県歯科医師会 会長

三 森 かおり 山梨県指導農業士

薬 袋 健 （社）山梨県医師会 会長

宮 澤 由 佳 NPO法人子育て支援センターちびっこはうす 理事長

八 木 吉 治 （財）山梨県交通安全協会 会長

山 田 紀 彦 山梨県私学協会 会長

渡 辺 一 彦 日本労働組合総連合会山梨県連合会 会長

渡 辺 卓 信 山梨県消防長会 会長

渡 邊 真 弓 山梨県連合婦人会 会長


